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財政援助団体等監査結果報告書 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、みよし市監査基準に準拠して財政援助団

体等の監査を次のとおり実施しました。 

 

第１ 監査を実施した監査委員 

金 子   晃  

水 谷 正 邦  

第２ 監査の種類 

公の施設の指定管理者監査  

財政援助団体監査 

第３ 監査の概要 

 １  監査の実施期間 

令和５（2023）年９月１９日から令和５（2023）年１０月２５日まで  

 ２  監査の対象とした団体 

対象団体名 所管部課名 

公の施設の 

指定管理者 

公益社団法人みよし市シルバー人材センター  

（みよし市高齢者生きがいセンター「太陽の家」） 
福祉部 長寿介護課 

ホーメックスグループ共同企業体 

（みよし市勤労文化会館（カネヨシプレイス））  
教育部 生涯学習推進課 

財政援助 

団体 

公益社団法人みよし市シルバー人材センター  福祉部 長寿介護課 

社会福祉法人篠田福祉会 

（なかよし保育園） 
こども未来部 保育課 

学校法人滝の坊学園  

（三好桃山幼稚園） 
こども未来部 保育課 

 ３  監査の対象 

   令和４年度 

 ４ 監査実施方法及び結果 

 （1） 公の施設の指定管理者監査 

    公の施設について、指定管理者の指定は、法、条例等に根拠をおいているか、管

理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか、施設

は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか、協定等に基づく義務の

履行は適切に行われているか、公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされ

ているか、他の事業との会計区分は明確になっているかなどを主眼として、出納そ

の他の事務の執行について、指定管理者から提出された資料及び提示された関係書

類、帳簿等を照合、確認するとともに、関係職員から説明の聴き取りをするなど実

地調査により、監査を実施しました。 
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   ア 公益社団法人みよし市シルバー人材センター(高齢者生きがいセンター「太陽の家」) 

     高齢者生きがいセンター「太陽の家」は、高齢者に健康で生き生きと活動する 

    場を提供するとともに、地域住民との交流及び健康保持のための保健指導を推進  

    するために設置されました。 

     市内にある「太陽の家」、「福谷太陽の家」、「東山太陽の家」の３施設は、民間  

    事業者を活用し、効果的及び効率的な管理運営を実施するために指定管理者制度  

    を導入し、公益社団法人みよし市シルバー人材センターに管理運営を委託してい  

    ます。  

   （ｱ）  指定管理期間  

      平成３１（2019）年４月１日から令和６（2024）年３月３１日まで  

   （ｲ）  指定管理料  

      3,253,686 円 

   （ｳ） 現地確認 

      東山太陽の家 

   （ｴ）  監査の結果  

      指定管理者の指定管理業務に係る出納その他の事務の執行について根拠と  

     なる条例、基本協定書及び年度協定書と照合した結果、次の点について、指導  

     及び改善事項があります。  

    【指導事項】  

     ・「太陽の家」管理業務決算報告書中、「東山太陽の家」1 月分の電気料金、水  

     道料金、ガス料金が総勘定元帳の数値と異なっていました。  

      これは、１月分の実績に１１月分の数値を誤って記載してしまったことによ  

     るもので、1 月分に係る指定管理料が多く積算されていました。後日、指定管  

     理料の差額分は市に返還されたことを確認しました。  

      今後、記載誤りがないよう気を付けていただきたい。  

    【指導事項】  

     ・基本協定書第２０条では年度終了後に事業報告書を市に提出しなければなら  

     ないとされていますが、自主事業に関する事業報告書が提出されていませんで  

     した。  

    【改善事項】  

     ・指定管理者から市に提出する各種報告書は、書面だけでなく電子データでも  

     管理し、保存するよう基本協定の変更も含めて検討をされたい。  

   イ ホーメックスグループ共同企業体（みよし市勤労文化会館（カネヨシプレイス）） 

     勤労文化会館及びふるさと会館は、地域住民等に対する文化芸術の拠点施設と  

    して市民の文化の振興及び福祉の増進を図るために設置されました。  

     施設は民間事業者の能力を活用し、効果的及び効率的に管理運営を実施するた  

     めに指定管理者制度を導入し、ホーメックスグループ共同企業体に管理運営を  
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     委託しています。 

（ｱ）  指定管理期間  

      令和３（2021）年４月１日から令和８（2026）年３月３１日まで  

   （ｲ）  指定管理料 

      154,938,000 円 

   （ｳ） 現地確認 

      勤労文化会館、ふるさと会館 

   （ｴ）  監査の結果  

      指定管理者の指定管理業務に係る出納その他の事務の執行について根拠と  

     なる条例、基本協定書及び年度協定書と突合した結果、次の点について、指導  

     事項が見受けられました。  

    【指導事項】  

     ・設備維持管理において、基本協定書又は実施計画どおりに業務が実施されて  

     いるか確認ができませんでした。  

      これは、指定管理者が作成した報告書が基本協定書に定める維持管理仕様  

     書と異なるため、基本協定書のとおりに実施されているか確認できなかったこ  

     とによるものです。  

      所管課は報告書の様式や提出方法などを指定管理者と協議し、改善していた  

     だくようお願いします。  

 （2） 財政援助団体監査 

    補助金の交付について、補助金の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か、補

助金等の決定は法令等に適合しているか、財政援助団体の補助対象事業は、計画及

び交付条件に従って実施され、十分な効果が上げられているか、補助金が補助対象

事業以外に流用されていないかなどを主眼として、出納その他の事務の執行につい

て、団体から提出された資料及び提示された関係書類、帳簿等を照合、確認すると

ともに関係職員から説明の聴き取りをするなど、実地調査し、監査を実施しました。  

   ア 公益社団法人みよし市シルバー人材センター  

   （ｱ） 対象補助金名 

      公益社団法人みよし市シルバー人材センター補助金 

   （ｲ） 補助金の目的 

      この補助金は、公益社団法人みよし市シルバー人材センターの事業（就業機

会確保、無料就業紹介、安全、適正就業の推進、広報活動）にかかる費用の一

部を補助することにより、円滑に事業を促進し、もって本市の高齢者の福祉の

増進に寄与することを目的に交付しています。 

   （ｳ） 交付決定額 

      43,125,726 円 

   （ｴ）  監査の結果  

      関係職員から補助対象事業の実施状況の聴き取りを行うとともに、補助金申  

     請書類、補助対象経費の支払調書等の確認を実施しました。  
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      その結果、補助金交付要綱に規定された補助金の交付条件に従って、団体の  

     会則をはじめ経理規程等の諸規定に基づき、概ね適正に処理されているものと  

     認められました。  

   イ 社会福祉法人篠田福祉会（なかよし保育園） 

   （ｱ） 対象補助金名 

     a  みよし市私立保育園運営費補助金 

     b  みよし市私立保育園一時的保育事業費補助金 

     c  みよし市私立保育園嘱託医報酬補助金 

   （ｲ） 補助金の目的 

      これらの補助金は、市内に設置された私立保育園の職員の処遇向上、施設の 

     運営改善及び保育内容の充実を図ることを目的に交付しています。 

   （ｳ） 交付決定額 

     a  28,596,367 円 

     b   6,573,200 円 

     c     787,490 円 

   （ｴ） 監査の結果 

      関係職員から補助対象事業の実施状況の聴き取りを行うとともに、補助金申  

     請書類、補助対象経費の支払調書等を確認した結果、次の点について、指摘及  

     び指導事項があります。  

    【指摘事項】 

     ・嘱託医報酬が支払われていませんでした。 

      社会福祉法人篠田福祉会（以下「法人」という。）が支払伝票等を確認した  

     ところ、嘱託医報酬の支払がされていなかったことが明らかになりました。 

      市は法人から補助金の実績報告を受理した後、補助金を支払いましたが、団 

     体の支払伝票の確認はしていませんでした。 

      団体は、令和４年度分嘱託医報酬を令和５年度で支払したとの報告がありま 

     した。 

      今後このような事案が起こることがないよう、具体的な再発防止対策の検討 

     をお願いします。なお、指摘事項と記載されたものについては、「監査を実施 

     した結果及び意見並びに公表の処理基準」に基づき改善等措置状況報告の提出  

     を求めます。 

    【指導事項】 

     ・令和４年度事業活動収支計算書に補助金額の記入漏れがありました。 

      これは、団体の決算期と市に実績報告を提出する時期がずれており、法人が

確定する前の決算額を概算で記載したため記入漏れが発生したものです。市は

提出された書類を担当者だけでなく複数の職員の目で確認されたい。 
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   ウ 学校法人滝の坊学園（三好桃山幼稚園） 

   （ｱ） 対象補助金名 

     a  みよし市私立幼稚園教育振興費補助金 

     b  みよし市幼稚園スクールバス支援金 

   （ｲ） 補助金の目的 

      これらの補助金は、幼稚園における教育環境を整備し、幼児の安全確保と教

養を高めるとともに、近年の物価高騰に伴う幼稚園の経営を支援することを目

的に交付しています。 

   （ｳ） 交付決定額 

     a  1,768,000 円 

     b    600,000 円 

   （ｴ） 監査の結果 

      関係職員から補助対象事業の実施状況の聴き取りを行うとともに、補助金申  

     請書類、補助対象経費の支払調書等を確認した結果、補助金交付申請書に添付  

     された事業計画書、収支予算書及びそれぞれの補助金交付要綱に規定された補  

     助金の交付条件に従って、概ね適正に処理されているものと認められました。 

 

第４ 監査委員意見 

   地方自治法第１９９条第１０項の規定に基づき、次のとおり意見を付します。 

   指定管理者及び財政援助団体へ指定管理料及び補助金の支給と交付を行う所管課

は、実績報告書の確認だけでなく、実際に指定管理者及び財政援助団体へ出向くなど

して、会計諸帳簿、領収書等を確認するよう努められたい。  

   市は、事業の公益性の確保を踏まえ、執行状況の実績確認や検証・評価を行ったう

えで、積極的に見直しを図るなど、適正な事務の執行に当たられるよう望みます。  


